
★ 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
六
号
）
（
人
事
課
） 

 
一 
改
正
の
理
由 

 
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
取
扱
い
に
準
じ
て
、

失
業
者
の
退
職
手
当
に
係
る
規
定
の
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

改
正
の
内
容 

１ 

基
本
手
当
の
受
給
資
格
者
が
事
業
を
開
始
し
た
場
合
の
特
例
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
伴
う
関
係
規

定
の
整
備 

２ 

給
付
日
数
の
延
長
に
関
す
る
暫
定
措
置
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
関
係
規
定
の
整
備 

３ 

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
理 

三 

施
行
期
日 

１ 

２
及
び
３
以
外
の
改
正 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日 

２ 

二
１
の
改
正 

令
和
四
年
七
月
一
日 

３ 

二
３
（
職
業
安
定
法
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
改
正 

令
和
四
年
十
月
一
日 



★ 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
七
号
）
（
人
事
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

人
事
院
規
則
の
一
部
改
正
等
を
踏
ま
え
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
取
扱
い
に
準
じ
、
次
の
と
お
り

必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

１ 

勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
に
係
る
規
定
の
整
備 

２ 

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
理 

二 

施
行
期
日 

１ 

２
以
外
の
改
正 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日 

２ 

一
２
の
改
正 

令
和
四
年
十
月
一
日 



★ 

広
島
県
手
数
料
条
例
及
び
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二

十
八
号
）
（
財
政
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
制
定
に
伴
う
輸
出
証
明
書
の
発
行
及
び
適

合
施
設
の
認
定
に
係
る
申
請
手
数
料
の
新
設
な
ど
、
次
の
表
に
掲
げ
る
条
例
に
定
め
る
手
数
料
等
の
改

正
を
行
っ
た
。 

 

条 
 
 
 
 
 

例 

手

数

料

等

の

改

正

内

容 

広
島
県
手
数
料
条
例 

農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律

の
制
定
に
伴
う
輸
出
証
明
書
の
発
行
及
び
適
合
施
設
の

認
定
に
係
る
申
請
手
数
料
の
新
設 

 
教
育
職
員
免
許
法
等
の
改
正
に
伴
う
教
育
職
員
の
普
通

免
許
状
又
は
特
別
免
許
状
の
有
効
期
間
更
新
手
数
料
等

の
廃
止
等 

 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律

の
改
正
に
伴
う
管
理
計
画
認
定
申
請
手
数
料
等
の
新
設 

 

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
改
正

に
伴
う
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
の
認
定
に
係
る

手
数
料
の
新
設
等 

県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例 

選
定
療
養
の
う
ち
初
診
及
び
再
診
に
係
る
加
算
料
の
改

正 
 

二 

施
行
期
日 

 
 

１ 

広
島
県
手
数
料
条
例
の
改
正
の
う
ち
農
林
水
産
物
及
び
食
品
の
輸
出
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
関

す
る
手
数
料
の
新
設 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

２ 

広
島
県
手
数
料
条
例
の
改
正
の
う
ち
教
育
職
員
免
許
法
等
に
関
す
る
手
数
料
の
廃
止
等
及
び
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
手
数
料
の
新
設 

令
和
四
年
七
月
一
日 

３ 

１
及
び
２
以
外
の
改
正 

令
和
四
年
十
月
一
日 



★ 

広
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
二
十
九
号
）
（
税
務
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

地
方
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
個
人
の
県
民
税
及
び
不
動
産
取
得
税
に
関
す

る
規
定
を
改
正
し
た
。 

１ 

個
人
の
県
民
税 

㈠ 

公
的
年
金
等
受
給
者
が
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
一
定
の
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合

に
は
、
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
当
該
配
偶
者
等
の
氏
名
を
記
載
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
た
。 

㈡ 

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
令
和
二
十
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税

及
び
居
住
年
が
令
和
七
年
で
あ
る
も
の
ま
で
延
長
し
た
。 

㈢ 

上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
課
税
方
式
並
び
に
譲
渡
損
失
の
損
益
通
算
及
び
繰
越
控
除

に
つ
い
て
、
適
用
要
件
を
所
得
税
と
一
致
さ
せ
る
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
た
。 

㈣ 

㈠
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
た
。 

２ 

不
動
産
取
得
税 

㈠ 

不
動
産
を
取
得
し
た
者
は
、
不
動
産
の
取
得
の
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
不
動
産
登
記
法
の
規
定

に
よ
り
表
示
に
関
す
る
登
記
又
は
所
有
権
の
登
記
の
申
請
を
し
た
場
合
（
同
法
の
規
定
に
よ
り
当

該
申
請
が
却
下
さ
れ
た
場
合
等
を
除
く
。
）
は
、
不
動
産
取
の
取
得
に
係
る
申
告
書
の
提
出
を
要

し
な
い
も
の
と
し
た
。 

㈡ 

㈠
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
た
。 

二 

施
行
期
日 

１ 

２
及
び
３
以
外
の
改
正 

令
和
五
年
一
月
一
日 

２ 

一
２
の
改
正 

令
和
五
年
四
月
一
日 

３ 

一
１
㈢
及
び
㈣
の
改
正 

令
和
六
年
一
月
一
日 

 

（第３案） 



★ 

地
域
再
生
法
に
規
定
す
る
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
に
関
す 

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
号
）
（
税
務
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

地
域
再
生
法
第
十
七
条
の
六
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
企
業
に
お

け
る
地
方
拠
点
の
強
化
を
促
進
す
る
特
例
措
置
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
事
業
税
及
び
不
動

産
取
得
税
の
特
例
措
置
を
延
長
す
る
と
と
も
に
、
適
用
要
件
を
緩
和
し
た
。 

 

二 

改
正
の
内
容 

 
 
 

課
税
免
除
及
び
不
均
一
課
税
の
適
用
期
限
の
延
長 

 
 

１ 

東
京
都
の
特
別
区
の
区
域
に
存
す
る
特
定
業
務
施
設
を
地
方
活
力
向
上
地
域
に
移
転
し
て
整
備
す

る
事
業
（
以
下
「
移
転
型
事
業
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
事
業
税
及
び
不
動
産
取
得
税
の
課
税
免
除

に
つ
い
て
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
移
転
型
事
業
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
当
該
認
定
を

受
け
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
特
定
業
務
施
設
を
新
設
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ

と
と
し
た
。 

 
 

２ 

内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
い
て
特
定
業
務
施
設
を
整
備
す
る

事
業
（
移
転
型
事
業
を
除
く
。
以
下
「
拡
充
型
事
業
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
不

均
一
課
税
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
拡
充
型
事
業
の
認
定
を
受
け
、
か
つ
、
当

該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
特
定
業
務
施
設
を
新
設
又
は
増
設
し
た
事
業
者
に
つ
い
て
適

用
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

三 

施
行
期
日
等 

 
 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 



★

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け
る 

県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
及
び
広
島
県
中
山
間
地
域
振
興
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条 

例
第
三
十
一
号
）
（
税
務
課
） 

一

制
定
の
要
旨 

 

令
和
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
新
た
に
県
内
の
一
部
が
過
疎
地
域
の
区
域
と
さ
れ
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
過
疎
地
域
の
区
域
の
定
義
の
見
直
し
を
行
う
た
め
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
必
要
な
改
正

を
行
っ
た
。 

二

施
行
期
日
等 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 



★ 

広
島
県
議
会
議
員
及
び
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
二
号
）
（
市
町
行
財
政
課
） 

 

一 
改
正
の
理
由 

 
 
 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
準
じ
て
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
等
に
係
る
公
費
負
担
額

算
定
の
基
礎
と
な
る
単
価
を
改
定
す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

改
正
の
内
容 

 
 

１ 

選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
に
係
る
公
費
負
担
（
一
般
運
送
契
約
以
外
の
契
約
） 

区

分 

改

正

後

単

価 

改

正

前

単

価 

自
動
車
借
入
れ 

一
日
当
た
り 

一
六
、
一
〇
〇
円 

一
五
、
八
〇
〇
円 

燃
料
費 

一
日
当
た
り 

七
、
七
〇
〇
円 

七
、
五
六
〇
円 

 
 

２ 

選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
に
係
る
公
費
負
担 

区

分 
改

正

後

単

価 

改

正

前

単

価 

五
万
枚
以
下
の
場
合 

一
枚
当
た
り 
七
円
七
三
銭 

七
円
五
一
銭 

五
万
枚
を
超
え
る
場
合 

一
枚
当
た
り 

五
円
一
八
銭 

五
円
二
銭 

 
 

３ 

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
に
係
る
公
費
負
担 

区

分 

改

正

後

単

価 
改

正

前

単

価 

印
刷
費 

選
挙
区
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数

が
五
百
以
下
の
場
合 

一
枚
当
た

り 

五
四
一
円
三
一
銭 

五
二
五
円
六
銭 

選
挙
区
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数

が
五
百
を
超
え
る
場
合 

一
枚
当 

た
り 

二
八
円
三
五
銭 

二
七
円
五
〇
銭 

企
画
費 

三
一
六
、
二
五
〇
円 

三
一
〇
、
五
〇
〇
円 

 

三 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

施
行
期
日 

 
 
 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日 

 
 

２ 

経
過
措
置 

 
 
 
 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
議
会
議
員
及
び
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以

後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ

れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。 
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